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検
察
の
在
り
方
検
討
会
議
並
び
に
検
察
庁
改
革
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
年
十
一
月
十
四
日
、
当
時
の
柳
田
稔
法
務
大
臣
は
広
島
市
で
の
自
身
の
国
政
報
告
会
に
お
い
て
、
「
個
別
の
事
案
に
つ
い

て
は
答
え
を
差
し
控
え
る
」
、
「
法
と
証
拠
に
基
づ
い
て
適
切
に
や
っ
て
い
る
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
を
挙
げ
、
「
法
相
は
い

い
。
分
か
ら
な
か
っ
た
ら
こ
れ
を
言
う
」
と
の
旨
の
発
言
（
以
下
、
「
柳
田
発
言
」
と
い
う
。
）
を
し
た
。
右
に
対
し
、
同
月

十
七
日
、
仙
谷
由
人
内
閣
官
房
長
官
は
、
柳
田
氏
を
厳
重
注
意
し
た
も
の
の
、
同
月
二
十
二
日
、
柳
田
氏
は
法
務
大
臣
職
を
辞

任
す
る
こ
と
を
表
明
し
た
。
右
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

「
柳
田
発
言
」
は
じ
め
、
今
回
柳
田
氏
が
法
務
大
臣
を
辞
任
す
る
に
至
っ
た
一
連
の
経
緯
に
対
す
る
菅
�
人
内
閣
総
理
大

臣
の
見
解
如
何
。
右
は
、
法
務
大
臣
並
び
に
法
務
省
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
大
き
く
損
な
う
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
と
考
え

る
が
、
い
か
が
か
。

二

柳
田
氏
は
、
法
務
大
臣
職
を
辞
任
す
る
際
、
「
私
の
不
用
意
な
発
言
が
影
響
し
、
（
平
成
二
十
二
年
度
）
補
正
予
算
の
障

害
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
、
補
正
を
速
や
か
に
通
す
べ
く
、
私
か
ら
身
を
引
か
せ
て
い
た
だ
く
と
菅
�
人
首
相
に
伝
え

た
」
旨
述
べ
、
自
身
の
不
用
意
な
発
言
を
反
省
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
平
成
二
十
二
年
度
補
正
予
算
を
通
す
た
め
、
自
ら
身

を
引
い
た
と
も
取
れ
る
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
た
が
、
右
に
対
す
る
菅
総
理
の
見
解
如
何
。

一



三

本
年
十
月
六
日
、
柳
田
氏
は
「
検
察
の
在
り
方
検
討
会
議
」
の
設
置
を
表
明
し
、
そ
の
第
一
回
会
合
が
十
一
月
十
日
に
開

催
さ
れ
て
い
る
と
承
知
す
る
。
右
の
会
議
は
、
今
後
ど
の
よ
う
な
検
討
を
行
い
、
い
つ
頃
ま
で
に
最
終
的
な
報
告
を
出
す
予

定
で
い
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

四

障
害
者
団
体
等
を
対
象
と
し
た
低
料
金
の
第
三
種
郵
便
物
制
度
に
係
る
文
書
を
偽
造
し
、
実
態
の
な
い
自
称
障
害
者
団
体

「
凛
の
会
」
に
同
制
度
を
悪
用
さ
せ
た
と
し
て
、
厚
生
労
働
省
の
上
村
勉
元
担
当
係
長
が
昨
年
逮
捕
さ
れ
た
。
右
の
事
件
に

絡
み
、
文
書
偽
造
を
上
村
元
係
長
に
指
示
し
た
と
し
て
、
昨
年
六
月
に
逮
捕
さ
れ
た
村
木
厚
子
元
同
省
雇
用
均
等
・
児
童
家

庭
局
長
の
公
判
が
本
年
九
月
十
日
に
行
わ
れ
、
無
罪
判
決
が
下
さ
れ
た
。
右
に
関
し
、
村
木
元
局
長
の
取
調
べ
を
担
当
し
て

い
た
大
阪
地
方
検
察
庁
特
別
捜
査
部
の
前
田
恒
彦
主
任
検
事
が
、
証
拠
と
し
て
押
収
し
た
フ
ロ
ッ
ピ
ー
デ
ィ
ス
ク
を
改
竄
し

た
と
し
て
、
同
月
二
十
一
日
、
最
高
検
察
庁
に
逮
捕
さ
れ
た
。
ま
た
、
前
田
容
疑
者
に
よ
る
証
拠
改
竄
を
知
り
な
が
ら
、
そ

の
事
実
を
隠
蔽
し
て
い
た
と
し
て
、
同
地
検
特
捜
部
前
特
捜
部
長
の
大
坪
弘
道
京
都
地
方
検
察
庁
次
席
検
事
、
佐
賀
元
明
神

戸
地
方
検
察
庁
特
別
刑
事
部
長
が
、
本
年
十
月
一
日
、
犯
人
隠
避
罪
の
容
疑
で
最
高
検
に
よ
り
逮
捕
さ
れ
て
い
る
。
同
月
十

一
日
に
前
田
容
疑
者
が
、
同
月
二
十
一
日
に
大
坪
、
佐
賀
両
容
疑
者
が
懲
戒
免
職
処
分
を
受
け
て
い
る
。
検
察
庁
の
改
革

は
、
我
が
国
に
と
り
喫
緊
の
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。
今
回
、
柳
田
氏
は
法
務
大
臣
を
辞
職
し
た
が
、
あ
る
人
物
の
軽
率
な
発

二



言
が
原
因
で
法
務
省
が
混
乱
し
、
「
検
察
の
在
り
方
検
討
会
議
」
に
お
け
る
検
討
作
業
並
び
に
検
察
庁
改
革
が
滞
る
こ
と
が

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
菅
総
理
と
し
て
、
右
に
つ
き
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
く
の
か
説
明
さ
れ
た

い
。

右
質
問
す
る
。

三


